
平成２０年 ５月２１日

中 部 経 済 産 業 局

一般ガス事業者の料金の引き下げに係る届出について
～犬山瓦斯株式会社～

中部経済産業局は、本日（５月２１日 、犬山瓦斯株式会社からガス料金）
の引き下げを主な内容とする供給約款変更届出書を受理しました。

、 、犬山瓦斯株式会社は 経営効率化努力の成果を需要家に還元する趣旨から
平成２０年６月１日よりガス料金の引き下げを実施することとしています。

【届出の主な内容】

１．改定率（消費税抜）

＜小口部門＞ （４６．０４６５５ＭＪ）

現行料金平均単価 届出料金平均単価 改定率

１６５．９４円／ｍ １６５．７７円／ｍ ▲０．１０％３ ３

＜うち供給約款＞

現行料金平均単価 届出料金平均単価 改定率

２０９．４７円／ｍ ２０９．２６円／ｍ ▲０．１０％３ ３

（参 考）

（ ） （ ）○標準家庭 月間使用量３１ｍ の場合 における１か月当たり料金の増減額 消費税込３

届出料金は、現行料金と比べ▲６円となります。

現行料金 届出料金 増減額

７，１８９円 ７，１８３円 ▲６円

（注１）小口部門とは 「年間使用量１０万ｍ 以上（46MJ/ｍ 換算）で、更にガス事、 ３ ３

業者と大口契約を締結した需要家」を除いた部分。

（注２）現行料金平均単価は、原価（原資）算定期間中（平成２０年中）における変更

前の料金表によって求めた料金収入を販売量で除したもの。

（注３）標準家庭のガス使用量は、過去５年間の実績に基づいた家庭用１件当たりの平

均使用量３１ｍ （46.04655MJ/ｍ 換算）を使用。３ ３

２．原料費調整制度の基準平均原料価格

５４，３７０円／ｔ（平成１９年１０月～１２月の円建て貿易統計価格）

３．実施予定期日

平成２０年６月１日



【犬山瓦斯株式会社の概要（平成１９年１２月末現在 】）

１．会社設立年月 昭和６年１０月

２．代表者 代表取締役社長 藤岡義郎

３．本社所在地 愛知県犬山市大字犬山字中野２番地

４．電話番号 ０５６８－６１－０００２

５．資本金 １億７６００万円

６．従業員数 ２９名

７．供給区域 犬山市及び丹羽郡大口町、扶桑町

８．需要家数 ９，２１３個（取付メーター数）

９．ガス販売量 ２０，０７３千ｍ ／年（４６．０４６５５ＭＪ）３

１０．ガス売上高 １６億１，１１４万円（平成１９年１月～１２月）

（消費税込）【新料金表】
（４６．０４６５５ＭＪ）

適 用 区 分 基 本 料 金 従量料金単価

（ ）（円） 円／ｍ３

料金表Ａ ０ｍ ～ ２５ｍ まで ７５２．８５ ２１５．１０３ ３

料金表Ｂ ２５ｍ 超～２５０ｍ まで １，７４２．５８ １７５．５１３ ３

料金表Ｃ ２５０ｍ 超～５００ｍ まで ３，３６０．００ １６９．０５３ ３

料金表Ｄ ５００ｍ 超～ ８，８２０．００ １５８．１３３

（お問い合わせ先）

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
担当：岸、増田
電話：０５２－９５１－２８２０(直通)


